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第７６回公認スポーツ施設管理士養成講習会の開催について 

 

今般、別紙要項により標記の講習会を開催いたします。 

つきましては、受講参加者には格別のご配慮をいただけますようお願い申し上げます。 

 

殿 
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第７６回公認スポーツ施設管理士養成講習会開催要項 

 

１．趣  旨  体育・スポーツ施設の維持管理・運営に関する総合的な知識を習得することによっ

て、体育・スポーツ施設管理者の資質向上とともに、わが国の体育・スポーツの振

興に寄与することを目的としています。 

２．主  催  公益財団法人日本スポーツ施設協会 

３．後  援  スポーツ庁、独立行政法人日本スポーツ振興センター 

４．期  日  令和８年１０月６日（火）～１０月８日（木） 

 令和８年１０月９日（金）『資格認定試験』※詳細（P５～７参照） 

５．会  場  国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟１階１０２室 

〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

【アクセス】小田急線 参宮橋駅下車徒歩７分、東京メトロ千代田線代々木公園駅

下車（代々木公園方面４番出口）徒歩１０分、京王バス新宿駅西口バ

スターミナル（１６番）より運行系統「宿５１ 渋谷駅行き」または

渋谷駅西口バスターミナル（１番）より運行系統「宿５１ 新宿駅行

き」で「代々木５丁目」停留所下車徒歩１分 

６．受講資格  下記の３つの条件を満たすこと。 

        ⑴ 令和８年１０月６日（火）時点で満２０歳以上の方。 

⑵ 体育・スポーツ施設の管理運営に従事している方。または、これらの業務に従 

事することを目的としている方。 

        ⑶ 『資格認定試験』を必ず受験できる方。 

７．定  員  １００名 

        ※ただし、定員に満たない場合は開催を中止することがあります。 

８．講習内容  別表⑴のとおり 

９．日  程  別表⑵のとおり 

10．受 講 料  講習会会員及び学生：２４，０００円、一般：２８，０００円 

        ※講習会会員とは、公益財団法人日本スポーツ施設協会の「加盟団体（４７都道府

県体育・スポーツ施設協会）」「特別会員」「賛助会員」及び、都道府県体育・スポー

ツ施設協会に加盟・加入している団体等に所属する職員・社員をいいます。 

11．申込期間  令和８年８月１８日（火)１３時００分～９月１日（火）正午まで 

        ※先着順になります。 

        ※定員に達した場合は、申込期間終了前に締め切らせていただくことがあります。 

12．申込方法 

⑴ 必要な手続 

① 本協会ホームページ「講習会開催情報」（https://www9.jp-sfa.jp/guidance/guidance_kanri） 

  もしくは右記 QR コードを読み取り、申込フォームからお申し込みください。 

申込期間外は受付いたしません。 

講習会会員の方は、正規職員の証明書として『在籍証明書』の画像ファイルを 

web 申込みの際に必ず添付してください。また、学生の方は学生証の画像ファイルを添付して

ください。証明書がない場合は講習会会員と認めません。 
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※画像ファイルは判読可能であれば jpg、bmp、tiff、pdf 等の種類は問いません。ただし、ファ 

イルサイズは 2MB 以下としてください。 

  ② 受講のみの申込みは認めません（ただし、当該資格保有者の更新研修としての受講は除く）。 

 ③ 受講の可否については申込期間終了後［令和８年９月１日（火）正午以降］、それぞれ申込者

にメールで通知いたします。 

※web 申込の際にご登録いただくメールアドレスは本協会からのメールが受信可能な個人用

メールアドレス(共通利用アドレス等不可)を必ず申込者毎にご用意ください。また、迷惑

メールの受信拒否設定をされている方は、「mail@jp-sfa.or.jp」及び「entry@jp-sfa.jp」から

のメールが受信できるよう、設定をお願いいたします。 

  ④ web申込の際にご登録いただく「現住所」は、必ずお住まいの住所をご入力ください。「現住

所入力欄」に勤務先住所をご入力された場合は、本協会よりご連絡することがございます。 

⑤ 受講料等の納入方法は③により受講が内定した方へ別途ご案内いたします。 

⑥ 受講番号は入金順となります。 

⑦ 受講内定後（③のメール受信後）に受講を棄権する場合は、必ず本協会へご連絡ください。 

⑧ ⑤により手続きが完了し受講が確定した方には、講習会開催日初日から１０日前を目途に、関

係書類を現住所（web 申込時にご登録いただいた現住所）へ送付いたします。 

⑨ 各費用納入後の返金は原則いたしません。 

⑵ 問い合わせ先 

公益財団法人日本スポーツ施設協会 育成課 

〒１７０－０００２ 東京都豊島区巣鴨２－７－１４ 巣鴨スポーツセンター別館３階 

TEL：０３－５９７２－１９８３  FAX：０３－５９７２－４１０６ 

E-mail：mail@jp-sfa.or.jp 

13． その他 

⑴ 資格認定試験を令和８年１０月９日（金）に実施いたします。 

⑵ 筆記用具（資格認定試験は鉛筆、消しゴム、ボールペンを用意）、マイナンバーカード（体調不

良など不測の事態に備えご持参ください）、日用品等は各自持参してください。 

⑶ 服装は自由です。 

⑷ 講習期間中は毎朝、受講・受験証を受付に提出してください。提出が無い場合、本講習会を受

講できないことがあります。 

⑸ 受講中の言動に関し、主催者及び会場施設等から問題指摘があり改善がみられない場合や、本

講習会運営の妨害、他人に迷惑を及ぼす等の秩序を乱すと主催者が判断した場合は、受講を中

止いただくことがあります。 

⑹ 受講の申込みにあたり提供いただく個人情報は、本講習会の運営・管理及び諸連絡に使用いた

します。個人情報の取扱いには厳重に管理し、本協会の事業目的以外には使用せず、ご本人の 

同意無しに第三者に開示・提供することはありません。 

⑺ 天災地変や伝染病の流行、講習会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の本協

会が管理できない事由により、講習内容の一部変更及び中止のために生じた受講者の損害につ

いては、本協会ではその責任を負いかねます。 

⑻ 本講習会中に撮影した写真等については、本協会ホームページや本協会月刊誌『SF 月刊体育

施設』において利用することがあります。 
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 ⑼ 宿泊が必要な場合は、各自で手配くださるようお願いします。 

 ⑽ 食事はご持参いただくか、会場施設内の食堂をご利用ください。 

 ⑾ 本講習会に関する問い合わせ等は、本協会育成課（TEL：０３－５９７２－１９８３、E-mail：

mail@jp-sfa.or.jp）へお願いいたします。 

 ⑿ 公認資格者制度により、資格の有効期限は４年間です。 

  

mailto:mail@jp-sfa.or.jp
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別表⑴ 

講  習  内  容 

 

科        目 
時間
（分） 

講        師 

１ 各種スポーツ施設の維持管理 

 

① スポーツ施設（体育館・武道館等）

の維持管理 

 

② 屋外スポーツ施設の維持管理 

 （人工芝を含む） 

 

③ スポーツフロアの維持管理 

 

 

④ 水泳プールの維持管理 

 

 

⑤ スポーツ施設の照明と維持管理 

 

 

⑥ スポーツ施設の音響と維持管理 

 

 

⑦ 芝生の造成と維持管理 

 

 

 

⑧ スポーツ施設用器具の維持管理 

 

 

２ スポーツ施設の劣化と保全 

 

 

３ スポーツ施設経営論 

 

 

４ スポーツ施設の法的責任 

 

 

５ スポーツマーケティング 

 

 
 
90 
 
 
90 
 
 
60 
 
 
60 
 
 
60 
 
 
60 
 
 
60 
 
 
 
60 
 
 
90 
 
 
90 
 
 
90 
 
 
90 

 

 

 

(公財)日本スポーツ施設協会 

         施設設計監理部会  松 村 佳 明 

 

(公財）日本スポーツ施設協会 

屋外施設部会  池 田 貴 紀 

 

(公財)日本スポーツ施設協会 

屋内施設フロアー部会 寺 園   大 

 

(公財）日本スポーツ施設協会 

          水泳プール部会  武 藤  亮  

 

(公財）日本スポーツ施設協会 

         スポーツ照明部会  滝口 賢一郎 

 

(公財）日本スポーツ施設協会 

         スポーツ音響部会 兼子 紳一郎 

 

(独)日本スポーツ振興センター 

ハイパフォーマンススポーツセンター 

運営部付主幹 入 矢 直 樹 

 

(公財）日本スポーツ施設協会 

          施設用器具部会 瀬戸口 祐剛 

 

(公財）日本スポーツ施設協会 

公共施設調査研究委員会 委員   石 原 智 也 

 

武庫川女子大学 学術顧問       野 川 春 夫 

 

 

キーストーン法律事務所 代表弁護士  菅 原 哲 朗    

 

 

武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部 

健康・スポーツ科学科 教授  工 藤 康 宏 

 

 
合計 15時間 
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日ス施協発第１１０－２号 

令 和 ８ 年 ６ 月 １ ０ 日 

都道府県体育・スポーツ施設協会長 

特 別 会 員 

関 係 者 

 

公益財団法人日本スポーツ施設協会 

会 長  大 東 和 美 

（公印省略） 

 

第７６回公認スポーツ施設管理士資格認定試験の実施について 

 

 今般、下記の要項により、標記資格認定試験を実施いたします。 

 つきましては、資格認定試験受験者には格別のご配慮いただきたくお願い申し上げます。 

                    

                    記 

 

１．主  催  公益財団法人日本スポーツ施設協会 

２．日  時  令和８年１０月９日（金）１０：００～１１：３０※詳細（P８の別表⑵参照） 

３．会  場  国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟１階１０２室 

        〒１５１－００５２ 東京都渋谷区代々木神園町３－１ 

【アクセス】小田急線 参宮橋駅下車徒歩７分、東京メトロ千代田線代々木公園駅 

下車（代々木公園方面４番出口）徒歩１０分、京王バス新宿駅西口バ

スターミナル（１６番）より運行系統「宿５１ 渋谷駅行き」または

渋谷駅西口バスターミナル（１番）より運行系統「宿５１ 新宿駅行

き」で「代々木５丁目」停留所下車徒歩１分 

４．受験資格  下記の２つの条件を満たすこと。 

⑴令和８年１０月６日（火）時点で満２０歳以上の方。 

⑵第７６回公認スポーツ施設管理士養成講習会を全て修了した方、もしくは公認ス

ポーツ（体育）施設管理士養成講習会を全て修了した方。 

５．定  員  １００名 

        ※先着順になります。 

        ※定員に達した場合は、申込期間終了前に締め切らせていただくことがあります。 

６．資格認定試験科目 

① スポーツ施設（体育館・武道館等）の維持管理 ⑦ 芝生の造成と維持管理 

② 屋外スポーツ施設の維持管理（人工芝を含む） ⑧ スポーツ施設用器具の維持管理 

③ スポーツフロアの維持管理 ⑨ スポーツ施設の劣化と保全 

④ 水泳プールの維持管理 ⑩ スポーツ施設経営論 

⑤ スポーツ施設の照明と維持管理 ⑪ スポーツ施設の法的責任 

⑥ スポーツ施設の音響と維持管理 ⑫ スポーツマーケティング 

殿 



 

－ 6 － 

７．資格認定受験料  講習会会員及び学生：１０，０００円、一般：１５，０００円 

※講習会会員とは、公益財団法人日スポーツ施設協会の「加盟団体（４７都道府県

体育・スポーツ施設協会）」「特別会員」「賛助会員」及び、都道府県体育・スポー

ツ施設協会に加盟・加入している団体等に所属する職員・社員をいいます。講習

会会員は正規職員の証明書として『在籍証明書』を web 申込みの際に添付してく

ださい。また、学生の方は学生証の画像ファイルを添付してください。証明書が

ない場合は講習会会員と認めません。納入された資格認定受験料は返金いたしま

せん。 

※画像ファイルは判読可能であれば jpg、bmp、tiff、pdf 等の種類は問いません。

ただし、ファイルサイズは 2MB 以下としてください。 

８．申込期間  開催要項 11と同じ 

９．申込方法  開催要項 12と同じ 

10．合格発表  資格認定試験終了後、資格認定委員会に諮り、約２ヵ月後に本人宛に合否を通知い

たします。資格認定登録料は合格通知に記載します。 

11．資格取得  資格認定試験に合格の上、資格認定登録料を納入された方に、資格認定証・資格認

定カード・公認資格者用ガイドブックを交付いたします。資格認定登録料は２０，

０００円です。〔内訳：基礎（個人）登録料１０，０００ 円＋資格登録料 1資格ご

とに１０，０００円〕。ただし、既に公益財団法人日本スポーツ施設協会公認資格を

保有している場合は、基礎（個人）登録料１０，０００円が免除となり、資格登録

料のみとなります。また、有効期限は既公認資格の有効期限と統一させるため、登

録料が減額される場合があります。 

12．資格更新  ⑴ 公認資格者制度により、資格有効期限は４年間とし、４年毎に更新となります。 

ただし、既に本協会公認資格を有している場合は、その当該資格有効期限までと

します。 

        ⑵ 資格更新のためには、資格有効期限内（資格有効期限の３ヵ月前まで）に本協

会が定める更新要件のいずれか１つを充たすことが必要です。 

13．そ の 他 

 ⑴ 資格認定試験当日は、筆記用具（試験は鉛筆、消しゴム、ボールペンを用意）、マイナンバー

カード（体調不良など不測の事態に備えご持参ください）は各自持参してください。 

⑵ 服装は自由です。 

⑶ 受付に受験証を提出してください。提出が無い場合、資格認定試験を受験できないことがあり

ます。 

⑷ 受験中の言動に関し、主催者及び会場施設等から問題指摘があり改善がみられない場合や、本

試験運営の妨害、他人に迷惑を及ぼす等の秩序を乱すと主催者が判断した場合は、受験を中止

いただくことがあります。 

⑸ 受験の申込みにあたり提供いただく個人情報は、本講習会の運営・管理及び諸連絡に使用いた

します。個人情報の取扱いには厳重に管理し、本協会の事業目的以外には使用せず、ご本人の

同意無しに第三者に開示・提供することはありません。 
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⑹ 天災地変や伝染病の流行、試験会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の本協

会が管理できない事由により、試験内容の一部変更及び中止のために生じた受験者の損害につ

いては、本協会ではその責任を負いかねます。 

⑺ 宿泊が必要な場合は、各自で手配くださるようお願いします。 

 ⑻ 資格認定試験及び講習会会員・非会員についてのお問い合わせは本協会育成課（TEL：０３－ 

５９７２－１９８３ E-mail：mail@jp-sfa.or.jp）までご連絡ください。 
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別表⑵
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